
緑に係る市環境保全基準（平成１８年８月制定） 
（１） 市街化区域に係るもの 

基準値：緑被率を３３％にすること 
 注） 緑被率とは、空から見た敷地面積に対する緑の割合 

 （２）（１）以外の地域に係るもの 
    基準：豊かな緑を保全すること 

 
（参考） 
・「京都市緑の基本計画」（平成２２年３月

改正）における市街地の緑（緑被率）とは 
 前計画では，市街化区域の緑に限定されて

いたが，今回の改正により，上記に市街化調

整区域の一部（東山や宝ヶ池周辺，桂川緑地

などを含む他１０ヶ所）も加えられた。 

 
○で囲んだ部分は，新しく追加された主な市

街化調整区域 

宝ヶ池周辺 

東山（一部）

桂川緑地 
・現況値（H１７年調査実績）について 

緑被率９６％の市街化調整区域（２,４１４

ha）を，新たに市街地の緑として追加したた

めに，９．２％増 

  
 ２５．８％ ⇒ ３５％ （９．２％増加）

 

※以上により，新計画の緑の目標値（緑被率）が前計画の目標値３３％から３７％に引き上げら 
れた。 
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